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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年3月27日(2014.3.27)

【公開番号】特開2012-162647(P2012-162647A)
【公開日】平成24年8月30日(2012.8.30)
【年通号数】公開・登録公報2012-034
【出願番号】特願2011-23936(P2011-23936)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｊ   5/04     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  70/06     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  70/52     (2006.01)
   Ｂ２９Ｋ 105/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｊ   5/04    ＣＥＺ　
   Ｂ２９Ｃ  67/14    　　　Ｗ
   Ｂ２９Ｃ  67/14    　　　Ｄ
   Ｂ２９Ｋ 105:08    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年2月5日(2014.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも、ガラス繊維を強化繊維とし、マトリックス樹脂に黒色顔料を含むガラス繊維
強化プラスチック層と、炭素繊維強化プラスチック層とを積層した繊維強化プラスチック
成形品において、成形品の積層方向に切断した切断面における算術平均粗さ（Ｒａ）が、
０．３μｍ以下であることを特徴とする繊維強化プラスチック成形品。
【請求項２】
前記切断面を研磨加工していることを特徴とする請求項１に記載の繊維強化プラスチック
成形品。
【請求項３】
前記研磨加工が湿式研磨であることを特徴とする請求項２に記載の繊維強化プラスチック
成形品。
【請求項４】
前記切断面に透光性を有する樹脂を塗布することを特徴とする請求項１～３のいずれかに
記載の繊維強化プラスチック成形品。
【請求項５】
引抜成形品であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の繊維強化プラスチッ
ク成形品。
【請求項６】
少なくとも、ガラス繊維を強化繊維とし、マトリックス樹脂に黒色顔料を含むガラス繊維
強化プラスチック層と、炭素繊維強化プラスチック層とを積層した繊維強化プラスチック
成形品の製造方法において、成形品の積層方向に切断した切断面を、算術平均粗さ（Ｒａ
）が０．３μｍ以下とすることを特徴とする繊維強化プラスチック成形品の製造方法。
【請求項７】
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前記切断面を研磨加工することを特徴とする請求項６に記載の繊維強化プラスチック成形
品の製造方法。
【請求項８】
前記研磨加工が湿式研磨であることを特徴とする請求項７に記載の繊維強化プラスチック
成形品の製造方法。
【請求項９】
前記切断面に透光性を有する樹脂を塗布することを特徴とする請求項６～８のいずれかに
記載の繊維強化プラスチック成形品の製造方法。
【請求項１０】
引抜成形法で成形されたことを特徴とする請求項６～９のいずれかに記載の繊維強化プラ
スチック成形品の製造方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記課題を解決するために、すなわち、本発明の繊維強化プラスチック成形品は、
（１）少なくとも、ガラス繊維を強化繊維とし、マトリックス樹脂に黒色顔料を含むガラ
ス繊維強化プラスチック層と、炭素繊維強化プラスチック層とを積層した繊維強化プラス
チック成形品において、成形品の積層方向に切断した切断面における算術平均粗さ（Ｒａ
）が、０．３μｍ以下であることを特徴とする繊維強化プラスチック成形品。
（２）前記切断面を研磨加工していることを特徴とする（１）に記載の繊維強化プラスチ
ック成形品。
（３）前記研磨加工が湿式研磨であることを特徴とする（２）に記載の繊維強化プラスチ
ック成形品。
（４）前記切断面に透光性を有する樹脂を塗布することを特徴とする（１）～（３）のい
ずれかに記載の繊維強化プラスチック成形品。
（５）引抜成形品であることを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の繊維強化プ
ラスチック成形品。
（６）少なくとも、ガラス繊維を強化繊維とし、マトリックス樹脂に黒色顔料を含むガラ
ス繊維強化プラスチック層と、炭素繊維強化プラスチック層とを積層した繊維強化プラス
チック成形品の製造方法において、成形品の積層方向に切断した切断面を、算術平均粗さ
（Ｒａ）が０．３μｍ以下とすることを特徴とする繊維強化プラスチック成形品の製造方
法。
（７）前記切断面を研磨加工することを特徴とする（６）に記載の繊維強化プラスチック
成形品の製造方法。
（８）前記研磨加工が湿式研磨であることを特徴とする（７）に記載の繊維強化プラスチ
ック成形品の製造方法。
（９）前記切断面に透光性を有する樹脂を塗布することを特徴とする（６）～（８）のい
ずれかに記載の繊維強化プラスチック成形品の製造方法。
（１０）引抜成形法で成形されたことを特徴とする（６）～（９）のいずれかに記載の繊
維強化プラスチック成形品の製造方法。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２２】
　本発明に係わる繊維強化プラスチック成形品の湿式研磨に適用する研磨機は特に限定さ
れないが、給水した際に研磨時に発生する加工粉を充分に洗い流すことが出来るような装
置であることが望ましい。また研磨時間や研磨紙の粒度などの研磨条件も特に限定されな
いが、研磨後の表面粗さがＪＩＳＢ０６５１（２００１）に基づく算術平均粗さ（Ｒａ）
が０．３μｍ以下、好ましくは０．２μｍとなるように適宜条件を設定して行うことが望
ましい。算術平均粗さが０．３μｍを超えると可視光短波長（３８０ｎｍ）と同程度とな
り、切断面での光の散乱が多くなりガラス繊維強化プラスチック層が白色に見える点で好
ましくない。また、算術平均粗さが小さいほど表面が平滑にできるため、下限値は特に規
定されるものではないが、０．００３μｍ程度であることが好ましい。
 
 


	header
	written-amendment

